
◆鳥の糞を触らないでください。
◆野鳥には、近づいたり、餌づけをしたりしないでください。
◆鳥の死体を触らないでください。
＊自宅の庭など身近で野鳥が死んでいるのを見つけた
場合は、その処理について市町村役場にお問い合わ
せください。

＊野外で複数の野鳥が死亡しているところを発見した場
合、その場所等について最寄りの総合支庁環境課に
ご連絡ください。

≪  連 絡 先 ≫
村山総合支庁環境課 TEL 023-621-8425 FAX 023-621-8428 
置賜総合支庁環境課 TEL 0238-26-6035 FAX 0238-26-6037 
庄内総合支庁環境課 TEL 0235-66-4744 FAX 0235-66-4749

≪休日の連絡先≫
村山総合支庁環境課 TEL 023-621-8288 FAX 023-621-8428
置賜総合支庁環境課 TEL 0238-26-6000 FAX 0238-26-6037
庄内総合支庁環境課 TEL 0235-66-2111 FAX 0235-66-4749

島根県において、高病原性鳥インフルエンザが発生しました。
以下のことに注意してください。

◇但し、鶏卵・鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に
感染することは、世界的にも報告されていません。冷静に対応してください。
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